
 

 

 

 

安全衛生管理を行う立場にある「職長」は、作業員の安全衛生を確保する現場のキーパーソンとし

て、事業者は新たに職務につく職長等、作業員を直接指導監督する者に対して一定の教育（職長教

育）を実施することが、労働安全衛生法第６０条で義務づけられております。また、労働安全衛生法

第１６条の規定により、関係請負人は一定の安全衛生教育を受けた「安全衛生責任者」を選任し、そ

の者に元請負人の統括安全衛生責任者との安全衛生に関する連絡調整を行わせるよう義務づけられて

おります。 

つきましては、当支部では「職長・安全衛生責任者」の講習会を下記のとおり実施することとしま

したのでご案内申し上げます。 

 

受講対象者 

★職長又は、安全衛生責任者に選任されている者で、職長教育、又は安全衛生責任者 

教育を受講していない者 

★近い将来、職長又は、安全衛生責任者に選任予定の者。 

開  催  日 

【２日間】 

◆令和８年  ４月  ８日(水)～  ９日(木) 

◆令和８年  ６月１６日(火)～１７日(水) 

◆令和８年  ８月  ４日(火)～  ５日(水) 

◆令和８年１０月２０日(火)～２１日(水) 

◆令和９年  ２月  ３日(水)～  ４日(木) 

 
(１日目) 8:35～18:00 

(２日目) 8:30～15:50 
※時間は都合により変更になる場合があります。 

 

 

会    場 建設業安全衛生技術センター （沖縄市海邦町３－１７  ☎098-934-1660） 

定    員 ３６名（定員になり次第締め切らせていただきます。） 

受 講 料 （お一人様）１２,８４０円（受講料 10,483 円＋ﾃｷｽﾄ 2,357 円）※表示価格はすべて税込みです。 

申込方法 

■所定の申込書を記入し提出(郵送可)して下さい。提出していただいた方へ講習日程 

及び受講料の支払い方法等を記載した「講習会通知書」を送付致します。 

■送付先：〒901-2131 浦添市牧港５－６－８ 建設業労働災害防止協会沖縄県支部事務局 
※申込書はホームページからも印刷できます。 

    https://www.kensaibou-okinawa.com/ 建災防沖縄県支部で検索 

カリキュラム 

■職長・安全衛生責任者教育を始めるにあたって【２０分】 

■職長・安全衛生責任者の役割【６０分】 

■作業員に対する指導及び教育の方法【６０分】 

■職長・安全衛生責任者が行う安全施工サイクル【１８０分】 

■関心の保持と創意工夫を引き出す方法【７０分】 

■異常時、災害発生時における措置【９０分】 

■危険性又は有害性等の調査と低減措置等【３６０分】 

 

建設業労働災害防止協会沖縄県支部  （略称：建災防） 
〠901-2131 沖縄県浦添市牧港 5-6-8（建設会館５階）TEL098-876-5273  FAX098-876-1198 

職長･安全衛生責任者教育のご案内 


